
平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
二
日
受
領

答

弁

第

二

二

七

号

内
閣
衆
質
一
六
八
第
二
二
七
号

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
二
日

内
閣
総
理
大
臣

福

田

康

夫

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
コ
ム
ス
ン
問
題
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
コ
ム
ス
ン
問
題
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

株
式
会
社
コ
ム
ス
ン
（
以
下
「
コ
ム
ス
ン
」
と
い
う
。
）
か
ら
市
町
村
に
返
還
さ
れ
る
予
定
の
金
額
は
、
平
成
十
九
年
九

月
十
日
時
点
に
お
い
て
、
十
二
億
四
千
二
百
九
十
六
万
円
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
対
す
る
指
導
監
督
に
つ
い
て
は
、
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
規
定
に

基
づ
き
当
該
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
を
行
う
都
道
府
県
又
は
市
町
村
（
以
下
「
都
道
府
県
等
」
と
い
う
。
）
が
行
っ

て
お
り
、
お
尋
ね
の
点
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
従
来
よ
り
全
国
高
齢
者

保
健
福
祉
・
介
護
保
険
関
係
主
管
課
長
会
議
等
に
お
い
て
、
複
数
の
事
業
拠
点
を
展
開
し
て
い
る
事
業
所
等
を
優
先
的
に
指

導
監
督
す
る
よ
う
都
道
府
県
等
に
対
し
要
請
し
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
と
も
、
適
切
か
つ
効
率
的
な
指
導
監
督

が
行
わ
れ
る
よ
う
、
都
道
府
県
等
に
要
請
し
て
ま
い
り
た
い
。

三
の
�
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
が
コ
ム
ス
ン
か
ら
受
け
た
報
告
（
以
下
「
コ
ム
ス
ン
報
告
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
と
、
同
社
の
事
業
所
数
に

一



つ
い
て
は
、
事
業
譲
渡
契
約
前
の
平
成
十
九
年
七
月
一
日
時
点
に
お
い
て
千
四
百
七
十
七
事
業
所
、
事
業
譲
渡
契
約
後
の
同

年
十
一
月
一
日
時
点
に
お
い
て
千
二
百
八
十
事
業
所
で
あ
り
、
こ
の
間
に
百
九
十
七
事
業
所
の
減
少
と
な
っ
て
い
る
。

三
の
�
に
つ
い
て

コ
ム
ス
ン
報
告
に
よ
る
と
、
同
社
の
職
員
数
に
つ
い
て
は
、
不
正
請
求
が
明
ら
か
に
な
る
前
の
平
成
十
九
年
四
月
一
日
時

点
に
お
い
て
二
万
三
千
六
百
四
十
六
人
、
不
正
請
求
が
明
ら
か
に
な
っ
た
後
の
同
年
十
一
月
一
日
時
点
に
お
い
て
一
万
九
千

五
百
七
十
九
人
で
あ
り
、
こ
の
間
に
四
千
六
十
七
人
の
減
少
と
な
っ
て
い
る
。

三
の
�
に
つ
い
て

コ
ム
ス
ン
報
告
に
よ
る
と
、
同
社
の
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
数
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
九
年
六
月
末
時
点
に
お
い
て
七
万
九
千

六
百
六
十
七
人
、
同
年
十
月
末
時
点
に
お
い
て
六
万
六
千
三
百
二
十
八
人
で
あ
り
、
こ
の
間
に
一
万
三
千
三
百
三
十
九
人
の

減
少
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
中
に
は
自
ら
事
業
所
を
変
更
し
た
方
・
亡
く
な
ら
れ
た
方
等
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。な

お
、
コ
ム
ス
ン
報
告
に
よ
る
と
、
閉
鎖
事
業
所
の
利
用
者
に
対
し
て
、
他
の
コ
ム
ス
ン
の
事
業
所
及
び
コ
ム
ス
ン
以
外

の
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
事
業
所
へ
の
あ
っ
せ
ん
を
行
っ
て
お
り
、
当
該
利
用
者
に
対
す
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
提
供
に
支
障

二



は
な
い
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

三
の
�
に
つ
い
て

三
の
�
に
つ
い
て
、
三
の
�
に
つ
い
て
及
び
三
の
�
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
コ
ム

ス
ン
報
告
に
よ
り
お
尋
ね
の
点
に
つ
い
て
把
握
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

平
成
十
九
年
十
一
月
一
日
に
、
コ
ム
ス
ン
が
行
っ
て
い
た
居
住
系
サ
ー
ビ
ス
（
認
知
症
高
齢
者
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
及
び
有

料
老
人
ホ
ー
ム
）
及
び
四
十
一
都
道
県
の
在
宅
系
サ
ー
ビ
ス
（
訪
問
介
護
事
業
等
）
が
譲
渡
先
法
人
に
譲
渡
さ
れ
、
ま
た
、

当
該
事
業
譲
渡
先
法
人
は
、
同
日
付
で
介
護
保
険
法
に
基
づ
き
都
道
府
県
等
か
ら
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
の
指
定
を

新
た
に
受
け
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
際
、
都
道
府
県
等
は
、
当
該
事
業
者
が
「
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の

人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
四
号
）
等
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
を
確
認

し
て
指
定
を
行
い
、
当
該
事
業
所
に
お
い
て
は
当
該
基
準
等
に
基
づ
き
サ
ー
ビ
ス
提
供
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
と
認
識
し
て

い
る
。

三


